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研究成果の概要（和文）：本研究では、公務員の社会保障、とりわけ（１）公務員の年金と雇用の接続、（２）
医療保障、（３）非常勤職員の処遇改善について研究した。共済年金の廃止などを行った日本の公務員制度改革
の方向性を、民間と比べた公務員の社会保障制度をめぐる課題を検討する形で研究した。
2020年の国会では検察庁をめぐる問題などから「国家公務員法等の一部を改正する法律案」は廃案となったが、
短時間労働者に対して国家公務共済の短期給付を適用する改正を含めた「年金制度の機能強化のための国民年金
法等の一部を改正する法律」は成立した。こうした制度改革の混迷を今後回避するために、制度を支える理念を
アメリカと比較する形で探った。

研究成果の概要（英文）：This research focused on the social welfare system of the Japanese public 
servant, especially it researched the (1) connection between public pensions and work, (2) health 
insurance, and (3) the welfare of part time workers. It researched the legal system of these topics 
analyzing the issues through a comparison between the United States and Japan.
On 2020, the Japanese Diet did not pass the law on public pensions and work, but did pass the law 
for the part time workers. This research analyzed these law reforms and fundamental issues 
underlying these reforms.

研究分野： 高齢者法、社会保障法
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  ２版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
「国家公務員法等の一部を改正する法律案」は根本的な議論が不十分なまま廃案となった。本法案は、2008年の
国家公務員制度改革基本法にも検討課題として盛り込まれた定年延長について、年金の支給開始年齢の引上げに
対応して定年を段階的に65歳へ引上げようとしたものである。
長年の議論の混迷は、公務員の社会保障制度の設計指針が定まっていないことによる。本研究では、公務員の社
会保障制度を充実させているアメリカが、現在の制度を構築するまでに辿った歴史的経緯を研究した。そして、
公務員の功績を評価し一定年齢になると年金を支給するアメリカと比べて、制度理念が定まっていない日本の課
題を明らかにし改革の指針を提示した。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属されます。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 
（１）問題背景   

2015 年 10 月、厚生年金の対象を公務員と私学教職員にも拡大する形で、被用者年金を一元
化する改革が行われた。2 階部分の公的年金は厚生年金に一元化された。さらに、共済年金の
3 階部分（職域部分）は廃止され、「退職等年金給付（通称、「年金払い退職給付」）」が創設さ
れた。制度改革は公務員の働き方に影響を及ぼしうるなか、公務員にとって、歴史的に見ても
大きな改革が進行している。そもそも公務員の年金制度は、公務員固有の制度として誕生し、
民間被用者の年金制度とは区別されながら、公務の特殊性を加味して発展した。本改革は、こ
の公務員の年金制度の性格を根本的に変えたものかが問われており、改革の内容を検証する必
要がある。   
日本の公務員制度改革は、先進諸国の公務員制度改革の動向と方向性が異なるように見受け

られた。日本の国家公務員の最終年収に占める退職給付額の割合は、諸外国と比べて極めて低
い水準にある。さらに、先進国では（アメリカ、カナダ、イギリス、スウェーデン、オラン
ダ、スイス、オーストラリアなど）、公務員の職域年金を、一元化した年金制度に上乗せする例
が多い。アメリカ、イギリス、ドイツ、フランスなどでは、公務の公平・中立な立場を確保
し、公務の特殊性（職務専念義務、私企業からの隔離、信用失墜行為の禁止など）を加味した
うえで、年金額が設計されている。諸外国では、公務員は一般的に信用されておらず、汚職な
どに走らないよう、退職後の所得保障を充実させていると言われている。さらに、例えばアメ
リカでは、公務員の退職給付は、貴重な能力を持った労働者を誘因し、かつ高齢の労働者が所
得不足に陥ることなく引退できるように設けられなければならないと説明されている（神代和
欣「公務退職給付の日米比較――公務人材確保・育成の視点から」年金と経済第 32 巻 3 号
（2013 年）1 頁）。こうしたなか、共済年金を廃止した日本の公務員改革の方向性を、その後
の改革動向も睨みつつ、諸外国と比較しつつ検証する必要がある。  
  
（２）国内・国外の研究動向  
年金制度の研究では、民間の被用者の年金制度に関する研究が中心を占めており、公務員の年

金制度に関する研究は乏しい。とりわけ、経済や経営の観点からの研究はあるものの（上記神代
論文ほか、神代和欣「公共部門の人材確保行革・退職給付の削減は公務員の質を低下させないか」
試験と研修第 14 号（2013 年）2-9 頁、山崎泰彦「共済あれこれ 年金払い退職給付――疑問・
批判に答える」共済新報第 53 巻 10 号（2012 年）2-6 頁など）、法学の視点からの研究は少な
い。法学の研究は、公務員の１階部分の年金が基礎年金制度に一元化され、3 階部分の職域年金
が創設された 1986（昭和 61）年の改革に際して若干見られるものの、その後は下火となってい
る。これは、医療も含めた社会保障制度全般についても言え、坂本重雄の研究以降（坂本重雄『公
務員の社会保障――その法構造と機能』（勁草書房、1983 年））、公務員の社会保障制度に関する
本格的な研究は行われていなかった。また、日本の公務員制度改革は諸外国と比較しつつ評価す
べきところ、この点についても、経済・経営の観点からの研究はあるものの、法学の視点からの
比較研究は、ほとんどなかった。 
 
２．研究の目的  
本研究は、公務員の社会保障、とりわけ所得（年金と雇用）および医療保障をめぐる現状を分

析し、アメリカとの比較研究を行うことで、公務員の社会保障をめぐる課題を本格的に研究する
ことを目的としている。具体的には、1 の研究開始当初の背景で述べた課題を受けて、共済年金
を廃止するなどした日本の公務員制度改革の方向性を、諸外国のなかでもアメリカと比較しつ
つ、法学の視点から研究することを目的とした。 

 
３．研究の方法 
（１）資料の整理・研究 
 日本の公務員の社会保障をめぐる状況、雇用をめぐる状況については、邦語文献（図書・論文・
報告書など）や人事院が保有するデータを分析した。アメリカの公務員の社会保障をめぐる研究
状況を把握するためには、現地調査に加えて、オンライン上の各種資料（論文、連邦・各州の資
料）を探索・収集・整理し、PDF 化した。研究室(横浜国立大学)に事務職員を採用し、大学院生
を Research Assistant（RA）として雇用し、研究室のチームによる共同作業として、こうした
作業を進めた。さらに、法改正に向けた作業に携わった人事院の担当者から話を聞くなどして、
法改正をめぐる論点を洗い出した。 
 
（２）アメリカでの現地調査 
 アメリカの公務員の社会保障をめぐる研究状況と最新の実態を把握するために、アメリカに
渡航し、本研究課題に関連した研究や実務を行っている研究者や実務家と意見交換をした。こ
の点、新型コロナウィルスにより渡航が難しくなった最終年度は、オンラインを活用し意見交
換をした。アメリカでの現地調査は、日本における文献研究を土台とした。また、公務員であ
った高齢者の生活の実態を明らかにするために、CCRC といった高齢者関連施設を視察した。 



 
４．研究成果 
（１）2017（平成 29）年度 
初年度である 2017 年度は、第一に、公務員の社会保障制度全般について、法学の視点からの

研究状況を整理・分析することに時間を割いた。研究室で雇用した事務職員と RA（大学院生）
のサポートを得ながら、公務員の年金・医療制度に関する膨大な図書や文献を検索し、網羅的に
集め、整理し、複写や PDF 化した。この点、日本の公務員に関する資料およびアメリカの公務員
政策に関する連邦・各州の資料を単独で収集・整理・分析するのは難しい。そこで、2017 年度は
まず、研究費で雇用した事務職員と RA(大学院生)とで、どのように作業を分担するのかを検討
し、研究室の作業体制を整えた。理系の研究手法にならい、 申請者の指示のもと、研究室のチ
ームによる共同作業として、そのマンパワーを活かして、資料の収集・整理・分析を行なってい
く体制を構築することができた。 
第二に、公務員の社会保障制度をめぐって、これまでどのような改革がなされてきたのか、改

革の歴史について整理を始めた。これにより、本研究をめぐる課題の解明に必要な論点の抽出を
試みた。とりわけ、被用者年金を一元化した 2015 年の改革の内容を検証した。第三に、公務員
の社会保障制度のなかでも、公務員特有の唯一の年金給付となった退職等年金給付についての
研究を進め、公務員固有の年金制度の意義を探る作業に着手した。第四に、アメリカの公務員の
社会保障制度について、研究状況を整理した。2017 年 3月にアメリカの Syracuse 大学を訪問し
た際に、アメリカの高齢者法の研究者である Nina A. Kohn 教授と意見交換し、アメリカにおい
てどのような研究が蓄積されてきたかを探った。 
意見交換は、その後の比較法研究を進めていくうえでの足がかりとなった。とりわけ、退役軍

人をめぐる充実した所得保障・医療保障について意見交換した。そのほか、アメリカでは、CCRC
やホスピスを見学したところ、現場の実務家からも退役軍人をめぐる保障の充実について聞く
ことができた。 
研究の成果は、高齢者法研究会と東京社会保障法研究会で報告した。  

 
（２）2018（平成 30）年度 
2018 年度は、2017 年度の研究成果を発展させるとともに、2017 年度に引き続き公務員の社会

保障に関する文献を収集し、公務員の（１）年金と雇用の接続、（２）医療保障について研究し
た。第一に、日本とアメリカ（連邦および各州）の公務員政策に関する資料を、事務職員と RA
のサポートを得ながら検索・収集し、整理・分析した。アメリカについては、とりわけ退役軍人
の所得・医療保障について充実した保障の内容を調べた。 
第二に、年金と雇用の接続について、まず、国家公務員の定年年齢を 65 歳まで引き上げるべ

く検討されている法改革について検討した。とりわけ、再任用と再就職支援をめぐる課題を検証
した。次に、長澤運輸事件の最高裁判決（平成 30年 6 月 1日）など高齢労働者一般の就労と所
得保障の接続をめぐる理論的課題を検討し、公務員の再任用と処遇の変更との相違点について
考察した。長澤運輸事件との関係で、公務員の再任用にあたって、職種が変わらない場合に俸給
を下げることの是非について検討した。 
当時、公務員の定年退職年齢をあげるとともに、60歳以降の職員の年収を 60歳以前の 7割程

度に引き下げることが検討されていた。さらに、役職定年制の導入が検討されており、60 歳前
に管理職であった者については 5～6 割程度賃金が引き下げられる可能性があった。そこで、高
齢者の差別と特別な保障（年金制度など）との関係を考察した。この点、民間の高齢労働者が定
年後に再就職した場合に受け取れる高年齢者雇用継続給付が公務員にはないという課題を指摘
した。また、高齢の労働者を採用するにあたっては、働く環境を安全性も含めて高齢者に適合す
るよう整備する必要があり、高齢者を使用する側にも必要経費が生じるという課題も提起した。
さらに、公務員の再任用は短時間が中心となっている現状を分析し、課題解決のための立法政策
のあり方を探った。公務員については、権限と予算を背景とした押付け的な再就職の斡旋が行わ
れないよう、国家公務員法が各種の退職管理を定めている。この点、離職後の再就職を一元的に
行うために設置された官民人材交流センターは未だ十分に機能しておらず、再就職支援をめぐ
る課題についても検証した。こうしたなか、政府は、2019 年 1 月、国家公務員の定年を 60歳か
ら 65 歳へ段階的に引き上げる国家公務員法などの改正案の通常国会への提出を見送った。本研
究では、法改正に向けた作業に携わった人事院の担当者から話を聞くなどして、法改正をめぐる
論点を洗い出した。 
第三に、公務員の医療保障、共済組合の短期給付事業（医療保険）について、終末期医療を一

般的に検討した。終末期医療について、アドバンスド・ケア・プランニング（ACP）や専門家チ
ームによる終末期ケアの意義や利点をアメリカの実態を参照しつつ研究した。さらに、病院にお
ける認知症高齢者の拘束の問題について、医療・看護従事者の労働環境との関係も考慮しつつ検
討した。 
研究の成果は、一般的な所得保障と就労の関係を、論文「高齢者の雇用・社会参加・所得保障」

に公表した。また、高齢者の差別と特別な保障といった理論的な 課題について、高齢者法研究
会で報告した。高齢者の終末期医療については、アメリカの動向を比較法学会で報告するととも
に論文「アメリカの終末期ケア」で公表した。そして、2018 年 6 月にイスラエルのテルアビブ
で開催された国際会議"Elder Law and its discontents"にて、高齢者雇用と賃金減額について



問題提起した。さらに、RAを務めた指導する大学院生が、「高齢者の雇用政策 ― 中日公務員の
人生 100 年時代の働き方」というテーマで修士論文を執筆し、修士号を取得した。 
 

（３）2019（平成 31、令和元）年度 
2019 年度は、本研究の最終年度であり、2017・2018 年度に研究した点を掘り下げ、さらに鳥

瞰的な視点にたって全体の総括をすることを試みた。2018 年度までの研究で、所得保障と医療
保障の双方において、非常勤職員の処遇改善をめぐる課題が残されていることがわかった。国と
地方自治体の双方において、多くの非常勤職員が働いており、その雇用の継続と所得の保障を進
めていく必要性を検討した。すなわち、2019 年度は、（１）公務員の年金と雇用の接続、（２）医
療保障、（３）非常勤職員の処遇改善について研究した。（３）は、本研究により明確化した当初
の研究計画にはない論点である。これらの研究を、公務員と民間被用者とを比較しつつ行った。
そして、公務員をめぐる課題の解明に必要な論点を抽出しつつ、各論点について理論的な検討を
行い、全体を総括することを試みた。例えば、公務員固有の制度の存在意義を探るために、兼業
禁止、守秘義務といった公務員特有の規制の制約との関係を考察した。また、規模の大きな被保
険者集団である共済組合の短期給付事業（医療保険）について研究することで、医療をめぐる高
齢者と若・中年者の配分的正義をめぐる課題について、共済組合特有の事由の存否を検討した。
短期給付事業を通じて若・中年者から高齢者への所得の再分配が行われており、短時間労働者に
も短期給付が適用されることとなった改正について、社会保障制度全体との関係で、その意義を
検討した。 
2020 年になると、「国家公務員法等の一部を改正する法律案」が国会に提出されたが、検察

庁をめぐる問題などから廃案となった。本法案は、国家公務員の定年を 60 歳から段階的に 65 
歳へ引き上げるもので、年金の支給開始年齢に対応しようとするものだった。2008 年に制定さ
れた国家公務員制度改革基本法においても第 10条の 3のロで「定年を段階的に 65 歳に引き上
げることについて検討すること。」と、65 歳までの定年延長が盛り込まれている。国家公務員
の定年延長は、党派を超えて長年議論されてきた課題であった。他方で、国などで勤務する短
時間労働者に対した国家公務員共済の短期給付（組合員および被扶養者の病気､負傷､出産､死
亡､休業､災害などに対して行う給付）を適用するという点についての改正を含めた「年金制度
の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第 40号）は、今国会
で成立し、6月 5日公布された。 
日本における公務員の老後の所得保障と就労および医療について、2019 年度は、こうした法

改正に向けた議論を追いかけた。さらに、その検討にあたっては、アメリカの議論と比較しつ
つ日本の課題を浮き彫りにすることを試みた。（４）で説明するとおり、アメリカでは、公務
員が公務に専念するために、充実した年金制度を保障しようとしている。とりわけ、公務員の
なかでも軍人をめぐる保障が充実している点が本研究により明らかになった。 
以上について、日本での文献研究、アメリカとの比較研究の手法は 2017・2018 年度と同様で

ある。なお、公務員の社会保障制度全般に関する資料の収集は前年度までに大方行えたため、 収
集した資料を整理し分析する作業を本年度は主に行った。とりわけ、コンピュータ環境が整った
ため、資料の PDF 化や HPにアップしていく実態調査の画像の編集作業などを行った。なお、海
外の研究者と意見交換しつつ研究を進めたが、新型コロナウィルスとの関係で、3月の渡米は叶
わなかった。このため、引き続き RA の協力をえて、アメリカの議論状況についてさらなる文献
検索を行った。そして、文献に書かれた内容の是非について、オンライン通話を利用してアメリ
カの研究者などとさらなる意見交換をした。本年度は研究の最終年度であり、今後新型コロナウ
ィルスをめぐる状況が落ち着いた暁には、こうした研究成果を公表する予定である。 
 
（４）アメリカの公務員の社会保障 
 本研究では、日本において公務員の社会保障制度改革が難航する要因を探った。そして、制度
改革の指針となる考え方を検討するために、アメリカと比較しつつ、公務員の社会保障制度につ
いて根源的に問われている課題を掘り下げて検証した点に本研究の意義がある。そこで、アメリ
カの公務員の社会保障制度をめぐる研究から明らかになった点を抜き出して簡単にまとめる。 
 アメリカの連邦公務員の年金制度は 1986 年の改正で、1983 年以前に採用された職員は CSRS
（Civil Service Retirement System／公務退職年金制度）、それ以降に採用された者は一般的
な公的年金制度である OASDI（Old-Age, Survivors, and Disability Insurance／老齢・遺族・
障害保険制度）の対象となった。後者は、そのうえで、CSRS の水準との均衡を図る観点から、上
乗せの年金制度である FERS（Federal Employees Retirement System／連邦職員退職年金制度）
と任意加入の TSP（Thrift Saving Plan／積立貯蓄制度）の対象となっている。すなわち、日本
と同様に公務員の年金制度は一般的な年金制度に一元化されたものの、公務員特有の上乗せ保
障は残される形となった。日本のように民間の被用者と水準をあわせるという改正は行われな
かった。また、地方公務員の大多数は州または地方政府が運営する退職年金制度の適用を受けて
おり、年金制度は州によって異なる。とはいえ、団体単位で一般の被用者を対象とした OASDI に
任意加入している場合が多い。そして、独自の年金や上乗せ年金については、受給条件の厳格化
や加入者拠出額の引上げなどの見直しが行われているものの、確定給付年金という形で老後の



年金額を保障する州が大多数を占めている。確定給付型から確定拠出型へ移行することによる
公務員の採用への影響などが検討されてきた。 
世界各国で、高齢化への対応および官民の年金制度の共通化を進めるために公務員の年金制

度が改革され、民間と比較して給付水準の高かった公務員の年金給付額が削減される傾向にあ
る。とはいえ、年金・恩給の所得代替率をみると、例えば局長級で退職した場合、アメリカ
（71.5％）・イギリス（62.1％）・ドイツ（67.5％）・フランス（59.1％）ともに最終所得の６割
程度以上となっており、30％の日本と比べて給付水準は高い。なお、公務への信頼性を保つため
に、各国で再就職に関する各種の制限が設けられている。 
なぜ、このように公務員に対する給付がアメリカでは他国と比べても手厚いのか。その理由を

探るために、公務員の年金制度の歴史的変遷を探った。アメリカの公的年金制度といえば OASDI
が著名であるが、アメリカでも、公的年金制度の始まりは軍人その他の公務員を対象としたもの
であった。独立宣言を経て合衆国憲法が制定された 1789 年、連邦政府は独立に向けた戦いの傷
病者に年金を支給し、その後遺族にも年金を支給した。そして、南北戦争の退役軍人に対する年
金給付により年金制度は拡充した。当時、年金は、その障害の程度によって支給されていた。す
なわち、腕を失った、目が見えなくなったといった障害の内容に応じて支給額が変わっていた。
しかし、等級が複雑化し、その審査が煩雑になったことに加え、遡って年金を請求できたことか
ら、給付をめぐる争いが絶えず、年金制度は政治的な課題となった。さらに、退役軍人や寡婦の
高齢化と貧窮も課題となった。その結果、年金は、年齢により一定額が支給される制度となった。
1906 年の被扶養者年金法（Dependent Pension Act）により、年金法制においては 62 歳以上の
者は恒久的な障害状態にあると定義された。年金は、個別具体的な障害ではなく年齢という基準
で、軍への功績（merit）に対して一般的に支給される制度となっていったのである。高齢の被
扶養者や寡婦に対する、アメリカにおける最初の連邦の社会保障制度という要素が強まってい
った。1913 年、アメリカの年金給付額は、イギリスの 3 倍以上であった。こうした年金給付に
要する費用は軍の経費として計上されていたこともあり、社会保障給付として認識されないこ
とが多かった。とはいえ、19 世紀の終わりから、アメリカでは多額の政府による給付、所得の
再分配が行われていたといえよう。そして、個別具体的な障害といったニーズではなく、年齢と
いう一般的な要件が、この当時から年金支給の要件となったのである。 
 

（５）日本の公務員の社会保障制度改革に向けて 
2020 年、「国家公務員法等の一部を改正する法律案」は根本的な議論が不十分なまま廃案とな

った。本法案は、2008 年の国家公務員制度改革基本法にも検討課題として盛り込まれた定年延
長について、年金の支給開始年齢の引上げに対応して定年を段階的に 65 歳へ引上げようとした
ものであった。長年の議論の混迷は、公務員の社会保障制度の設計指針が定まっていないことに
よる。本研究では、公務員の社会保障制度を充実させているアメリカが、現在の制度を構築する
までに辿った歴史的経緯を、年金制度に着目して研究した。 
アメリカの公務員の年金制度は、建国当初に創設された退役軍人を対象とする年金制度を淵

源としている。そして、この制度は、比較的早い段階に、個別具体的な障害ではなく、退役とい
う功績に基づき、一定年齢に達すると年金を保障する制度となった。退役軍人やその家族が高齢
化したときに困窮しないように保障する制度となり、その理念が現在の制度にも引き継がれて
いるといえよう。そして、OASDI は、2000 年に日本の在職老齢年金制度にあたる所得テスト
（Earnings Test）を年金の支給開始年齢以上の者について廃止している。アメリカの年金制度
は、所得喪失による退職年金ではなく、一定の年齢に達したことで年金を支給する老齢年金とい
う性格をもつことが明確になった。 
公務員の功績を評価し一定年齢になると年金を支給するアメリカと比べて、日本は、公務員に

限らず年金制度の理念が定まっていない。年金制度を退職年金と老齢年金のいずれと位置付け
るのか、その性格付けが揺れ動いている。このためか、2019 年の財政検証を受けて、社会保障
審議会年金部会では在職老齢年金制度（高在老）のあり方を見直すべきとの意見が多かったのに
もかかわらず、2020 年に成立した「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正す
る法律」では高在老の改革は盛り込まれなかった。制度改革が政治に左右されないよう、公務員
の年金制度の改革を行う前提として、日本では、まずは年金制度の性格付けを明確化すべきであ
ろう。 
アメリカの年金制度をめぐっては、世界的にも著名な OASDI の研究が多く、それ以前の制度に

関する研究は日本では乏しい。本研究は、年金制度の創設当初からの制度設計や制度の変遷を分
析することで、アメリカの公務員制度が、イギリス・フランス・ドイツなどと比べても充実した
公務員の年金制度を構築してきた理由の一つを探ることができたといえよう。とはいえ、退役軍
人に対する保障と一般の公務員に対する保障がどのように異なるかといった点などは充分に解
明できておらず、今後研究すべき課題として残っている。 
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